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＊
国
保
に
加
入
し
て
い
る
世
帯
主
及

び
世
帯
員
全
員
が
65
〜
74
歳

＊
年
金
受
給
額
が
年
額
18
万
円
以
上

＊
介
護
保
険
料
と
保
険
税
の
合
計
額

が
年
金
受
給
額
の
２
分
の
１
以
下

　
会
社
の
保
険
に
加
入
し
て
い
た
方

が
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行
し

た
こ
と
に
伴
い
、
65
歳
以
上
の
被
扶

養
者
が
新
た
に
国
保
に
加
入
す
る

と
、
図
１
の
と
お
り
軽
減
措
置
が
受

け
ら
れ
ま
す
。
軽
減
措
置
を
受
け
る

に
は
、
市
役
所
保
険
係
で
手
続
き
し

て
く
だ
さ
い
。

　
会
社
の
都
合
な
ど
に
よ
り
65
歳
未

満
で
離
職
し
、
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
の
離
職
理
由
に
記
載
さ
れ
て
い

る
番
号
が
、11
、
12
、
21
〜
23
、
31
〜

34
の
方
は
、
保
険
税
を
計
算
す
る
と

き
の
給
与
所
得
が
70
％
軽
減
さ
れ
ま

す
。雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
と
、本

人
確
認
が
で
き
る
書
類
を
持
っ
て
、

市
役
所
保
険
係
へ
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
軽
減
の
期
間
は
、
離
職
し
た
日

の
翌
日
か
ら
翌
年
度
末
ま
で
で
す
。

　
現
在
交
付
し
て
い
る
高
齢
受
給
者

　

国
民
健
康
保
険
税（
以
下
、
保
険

税
）の
納
税
通
知
書
を
７
月
上
旬
に

発
送
し
ま
す
。
納
付
書
・
口
座
振
替

に
よ
る
納
付
は
年
８
回
で
す
。
納
期

内
の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
保
険
税
の
計
算
は
表
１
の

と
お
り
で
す（
年
度
途
中
で
加
入
・
脱

退
す
る
場
合
は
月
割
で
計
算
）。

　
保
険
税
の
納
税
義
務
者
は
世
帯
主

で
す
。
そ
の
た
め
、
世
帯
主
が
社
会

保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い
て
も
、
世

帯
員
が
国
民
健
康
保
険（
以
下
、
国

保
）に
加
入
し
て
い
れ
ば
、保
険
税
の

お
知
ら
せ
は
世
帯
主
宛
て
に
送
付
し

ま
す
。

　
保
険
税
の
納
付
に
は
、
納
め
忘
れ

の
な
い
便
利
で
確
実
な
口
座
振
替
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
市
税
等
収
納
取
扱
金
融
機
関
ま
た

は
市
役
所
納
税
課
で
、
振
替
を
希
望

す
る
納
期
限
の
45
日
前
ま
で
に
手
続

き
し
て
く
だ
さ
い
。

　

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方
は
、

表
２
の
と
お
り
、
世
帯
主
の
老
齢
基

礎
年
金
な
ど
の
受
給
額
か
ら
保
険
税

を
差
し
引
き
ま
す（
申
請
に
よ
り
口

座
振
替
で
の
納
付
も
可
）。

表２　年金受給額からの差し引き

仮
徴
収

４月 27年中の所得が確定
するまでは、26年中
の所得で仮算定した
保険税を差し引きま
す。

６月

８月

本
徴
収

10月 27年中の所得が確定
した後は、年間保険
税額から仮徴収分を
除いた額を３回に分
けて差し引きます。

12月

２月

証
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
で
す
。

　
前
年
の
所
得
に
よ
り
負
担
割
合
を

再
判
定
し
、
８
月
か
ら
使
用
で
き
る

受
給
者
証
を
７
月
下
旬
に
送
付
し
ま

す
。
有
効
期
限
の
過
ぎ
た
受
給
者
証

は
、
市
役
所
保
険
係
、
東
部
出
張
所
、

あ
い
ぽ
っ
く
の
い
ず
れ
か
へ
返
却
し

て
く
だ
さ
い
。

　
認
定
証
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日

で
す
。
８
月
以
降
も
利
用
を
希
望
す

る
方
、
新
た
に
必
要
な
方
は
、
市
役

所
保
険
係
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
新
し
い
認
定
証
の
発
行
は

７
月
下
旬
か
ら
で
す
。

　
保
険
税
は
、
加
入
手
続
き
を
し
た

月
か
ら
で
は
な
く
、
資
格
を
得
た
月

分
か
ら
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。
手

続
き
が
遅
れ
た
場
合
は
、
遡
っ
て
納

め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
会
社
な
ど
の
健
康
保
険
に

加
入
し
た
と
き
は
、
変
更
の
あ
っ
た

日
か
ら
14
日
以
内
に
市
役
所
保
険
係

へ
資
格
喪
失
届
を
提
出
し
、
国
保
を

や
め
る
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
詳
し
く
は
、
保
険
係
へ
。

国
民
健
康
保
険
制
度
の
お
知
ら
せ

納
税
通
知
書
を
送
付

年
金
受
給
額
か
ら
の
差
し
引
き

非
自
発
的
失
業
者
の
保
険
税
を

軽
減

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
送
付

限
度
額
適
用
認
定
証
と
減
額
認

定
証
の
更
新

加
入
や
脱
退
は
届
け
出
を

便
利
で
確
実
な
口
座
振
替
の
ご

利
用
を

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行

し
た
方
の
被
扶
養
者
の
保
険
税

を
軽
減

表１　１世帯当たりの保険税の計算（年額）

区　　分 医　　療
給付費分

後期高齢者 
支 援 金 分

介　　護
納付金分

所得割
（27年中の所得
に対して計算）

税率
5.60％

税率
2.25％

税率
1.70％

均等割
（国保加入者１
人につき定額）

２万7500円 １万1500円 １万4500円

課税限度額 54万円 19万円 16万円

※介護納付金分は、40～64歳の方が対象です。

図１　 〈軽減例〉74歳まで会社の保険に加入していた方の世帯 
で新たに国民健康保険税の負担が増える場合

75歳の誕生日になり、後
期高齢者医療制度に移行
（会社の保険を脱退）

夫の保険の脱退により
新たに国保に加入

※ 74歳まで国保加入者
であった方が後期高
齢者医療制度に移行
した場合の軽減の手
続きは、必要ありま
せん。

夫 74歳で会社の保険
に加入している世
帯主（国保加入者
を除く）

妻 65歳以上で夫（世帯
主）の保険の被扶養
者（自分では保険料
を払っていない）

会社の保険（被用者保険）

後期高齢者医療
制度の保険料 国民健康保険税それぞれの

分を負担

当分の間、下の軽減措置
が受けられます（手続き
が必要）。
【国民健康保険税の軽減】
＊ 所得割額が免除
＊均等割額が半額

表１　後期高齢者医療制度の保険料の計算

　　保険料　　＝　均等割額　＋　所得割額
 （限度額57万円）　（年額４万2400円）

▼所得割額の計算

（ ）給与所得、雑所得
（年金など）、配当
所得、一時所得な
どの合計額
※退職所得を除く
-基礎控除額（33万円） ×所得割率

9.07％

└──賦
ふ

課のもととなる所得──┘
※賦課のもととなる所得とは、保険料の計算のもとになる所得です。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

保
険
料
決
定
通
知
書
を
送
付

医
療
費
の
自
己
負
担
割
合
は
１

割
ま
た
は
３
割

保
険
料
の
し
く
み

表４　自己負担割合判定基準
被保険者の28年度住民税
課税所得 所得区分 負担

割合
145万円未満 一　般 １割
145万円以上
（または、その方と同じ
世帯の被保険者）

現役並み
所得者　 ３割

表２　均等割額の軽減
総所得額が下の基準を超えない世帯 軽減割合
基礎控除額（33万円） 8.5割
このうち、後期高齢者医療制度の
被保険者全員が年金収入80万円
以下でその他の所得がない

９割

基礎控除額（33万円）＋（26万5000円
×被保険者の数） ５割
基礎控除額（33万円）＋（48万円×
被保険者の数） ２割
※ 65歳以上で公的年金等控除を受けた方は、年金所
得から更に高齢者特別控除15万円を差し引いた額
で判定します。

表３　所得割額の軽減
被保険者本人の賦課のもととなる所得金額
が58万円までの方を対象に、保険料を軽
減します。
賦課のもととなる所得金額
※（ ）内は年金収入のみの場合

軽減
割合

15万円（年金収入168万円）まで 全額
20万円（年金収入173万円）まで 7.5割
58万円（年金収入211万円）まで ５割
※ 賦課のもととなる所得金額の計算は、表１の
とおりです。

表５　収入額による負担割合判定基準

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
を
送
付

便
利
で
確
実
な
口
座
振
替
の
ご

利
用
を

　
保
険
料
の
納
付
に
は
、
納
め
忘
れ

の
な
い
便
利
で
確
実
な
口
座
振
替
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
市
税
等
収
納
取

扱
金
融
機
関
ま
た
は
市
役
所
後
期
高

齢
者
医
療
係
で
、
振
替
を
希
望
す
る

納
期
限
の
45
日
前
ま
で
に
手
続
き
し

て
く
だ
さ
い
。

☆
詳
し
く
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
係

へ
。

　
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の
場

合
に
、申
請
に
よ
り
交
付
さ
れ
ま
す
。

入
院
時
の
食
事
代
と
保
険
適
用
の
医

療
費
負
担
が
減
額
さ
れ
ま
す（
申
請

し
た
月
の
初
日
の
世
帯
状
況
で
判
定

し
、
申
請
し
た
月
の
初
日
ま
で
遡
っ

て
認
定
）。

　
保
険
料
は
、
表
１
の
と
お
り
、
加

　
保
険
料
決
定
通
知
書
を
７
月
中
旬

に
発
送
し
ま
す
。

　
な
お
、保
険
料
は
、原
則
、老
齢
基

礎
年
金
な
ど
の
受
給
額
か
ら
差
し
引

き
ま
す
。
年
金
受
給
額
が
年
額
18
万

円
未
満
の
方
や
、
介
護
保
険
料
と
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
合
算
額
が

年
金
受
給
額
の
２
分
の
１
を
超
え
る

方
な
ど
は
、
納
付
書
や
口
座
振
替
な

ど
で
納
め
ま
す
。

　
現
在
交
付
し
て
い
る
認
定
証
の
有

効
期
限
は
７
月
31
日
で
す
。
既
に
お

持
ち
の
方
で
、
８
月
以
降
も
基
準
を

満
た
し
て
い
る
場
合
は
７
月
下
旬
に

新
し
い
認
定
証
を
送
付
し
ま
す
。

　
新
た
に
必
要
な
方
は
、
市
役
所
後

期
高
齢
者
医
療
係
へ
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

入
者
全
員
が
均
等
に
負
担
す
る
均
等

割
額
と
、
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る

所
得
割
額
の
合
計
額
で
す
。

●
所
得
に
応
じ
て
保
険
料
を
軽
減

　
均
等
割
額
の
軽
減
は
表
２
、所
得
割

額
の
軽
減
は
表
３
の
と
お
り
で
す
。

●
会
社
の
健
康
保
険
な
ど
の
被
扶
養

者
で
あ
っ
た
方
の
保
険
料
を
軽
減

　
制
度
に
加
入
す
る
前
日
ま
で
会
社

の
健
康
保
険
な
ど（
国
民
健
康
保
険
、

国
民
健
康
保
険
組
合
を
除
く
）の
被

扶
養
者
で
あ
っ
た
た
め
自
分
で
保
険

料
を
払
っ
て
い
な
か
っ
た
方
は
、
所

得
割
額
が
無
料
に
な
る
ほ
か
、
均
等

割
額
が
９
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

「現役並み所得者」でも、表５の基
準に該当する場合は、１割になり
ます（要申請）。

　
医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う
医
療

費
の
自
己
負
担
割
合
は
、
１
割
ま
た

は
３
割
で
す
。
こ
の
負
担
割
合
は
、

表
４
の
判
定
基
準
に
よ
り
、
毎
年
８

月
１
日
に
見
直
し
ま
す
。

●
３
割
負
担
の
方
で
も
条
件
に
よ
り

１
割
負
担
に

　
３
割
負
担
の
方
で
も
、
表
５
の
と

お
り
、
申
請
の
翌
月
か
ら
負
担
割
合

が
１
割
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
に
は
、

７
月
初
旬
ま
で
に
申
請
書
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
市
役
所
後
期
高
齢
者
医

療
係
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
１
月

１
日
現
在
市
内
に
お
住
ま
い
で
な
い

方
、
市・都
民
税
、
所
得
税
の
申
告
を

し
て
い
な
い
方
は
、
収
入
額
の
分
か

　
現
在
交
付
し
て
い
る
保
険
証
の
有

効
期
限
は
７
月
31
日
で
す
。
新
し
い

保
険
証
を
７
月
中
旬
に
書
留
郵
便
で

送
付
し
ま
す
。
有
効
期
限
の
過
ぎ
た

保
険
証
は
、
市
役
所
後
期
高
齢
者
医

療
係
、東
部
出
張
所
、あ
い
ぽ
っ
く
の

い
ず
れ
か
へ
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

新
し
い
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

証
を
送
付

同じ世帯に
いる後期高
齢者医療被
保険者

27年中の収入額
（必要経費などを差
し引く前の金額）

負担
割合

１人 383万円未満（※） １割

２人以上 合計額が520万円
未満 １割

※ 383万円以上の方でも、同じ世帯に70 ～74歳
で国民健康保険、または、会社などの健康保険
の加入者がいる場合は、合計額が520万円未満
であれば１割の負担です。

保
険
税
の
お
知
ら
せ
は
世
帯
主

に
送
付

る
書
類
の
写
し
な
ど
も
必
要
で
す
。


